
 

１ 目標 

敦賀市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 

２ 位置づけ 

 敦賀市建築物耐震改修促進計画に定めた目

標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の

軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直

接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する

耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般

市民への周知・普及等の充実を図ることが重

要である。 

 このため、敦賀市住宅耐震化緊急促進アク

ションプログラム（以下、「アクションプログ

ラム」という。）では、毎年度、住宅耐震化に

係る取組みを位置付け、その進捗状況を把

握・評価するとともに、プログラムの充実・

改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進する

ことを目的とする。 

 アクションプログラムは、敦賀市建築物

耐震改修促進計画第3.6に基づき策定する。 

３ 取組内容・目標・実績 

計
画 

令和 8 年度取組み内容 令和 8 年度目標 

【財政的支援】 

ⅰ) 住宅の耐震診断等に要する費用の一部補助を実施 

ⅱ) 住宅の耐震改修に要する費用の一部補助を実施 

ⅲ）耐震シェルター設置に要する費用の一部補助を実施 
ⅳ）住宅の除却に要する費用の一部補助を実施 

【普及啓発等】 

ⅰ) 住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 

  ・更に普及啓発を行うため、耐震化促進事業のパンフレットの区

回覧や過去に耐震診断を受けられた方約 64 件に対し、DM の送

付を実施。空き家の購入予定者に対して耐震診断を促進 

ⅱ) 耐震診断実施者に対する耐震化促進 

・耐震診断の結果報告時に耐震改修を促進するリーフレットや

県が作成する耐震改修事例集を配布することにより耐震改修

を促進 

・耐震診断後に補強プランを作成するとともに、耐震改修費の

概算費用を提示 

・耐震診断を実施した者に対して電話等によりフォローアップ 

・県と連携して耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っ

ていない者に対して DM による耐震化促進を実施 

ⅲ) 改修事業者の技術向上等 

・県と連携して改修事業者に対する耐震改修工法等に係る説明

会を実施 

・県が登録・作成する耐震改修事業者の名簿を公表 

ⅳ) 一般市民への周知普及 

・耐震改修の必要性を広報誌やケーブルテレビ等により周知 

 ・所管住民を対象に説明会・セミナー等を開催 

 ・リーフレットにより制度概要等の周知を実施 

・住宅に対する耐震診断等費補助戸数 
 耐震診断  13 戸 
 補強プラン 13 戸 
・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：11 戸 
・住宅に対する除却工事費補助戸数：3 戸 
 
 
前年度までの実績 

令和 7 年度 
・住宅に対する耐震診断等費補助戸数 
 耐震診断   16 戸 
 補強プラン  16 戸 
・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：13 戸 
 
令和 6 年度 
・住宅に対する耐震診断等費補助戸数 
 耐震診断   39 戸 
 補強プラン  38 戸 
・住宅に対する耐震改修工事費補助戸数：14 戸 
 
支援実績合計 
① 耐震診断 H17～、補強プラン H20～ 
  耐震診断 462 戸 補強プラン 340 戸 
 
② 耐震改修 H21～  95 戸 

 
自
己
評
価 

前年度（令和 7 年度）の取組み実績 前年度（令和 7 年度）の課題 

・広報誌及びホームページ等による補助事業の制度周知を実施 
・過去に耐震診断を受けられた方 59 件に DM の送付を実施 
・耐震化促進パンフレット区全戸回覧にて配布、市民ホールで配布、 

に改修事例を掲示 
・耐震改修工事の現場見学会を実施し、併せてＤＶＤ鑑賞及び耐震

改修工事の実例の説明会を行い、耐震化促進を実施 
・県と連携して改修事業者に対する耐震改修工法等に係る説明会を 

実施 

・中古住宅の流通時にも事業の案内し、様々な分野

で事業の周知を行い、引き続き補助制度の利用を図

る必要がある。 
・特に診断から改修に繋げていく必要がある。 
改善策 

・通常の普及活動に加え、全国での地震発生時に、

広報及び区回覧により、普及・啓発を行い、耐震

化の必要性を伝え、耐震化を促進していく。 
 


